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多量排出事業者処理計画書等の提出について 

 

多量排出事業者は、毎年 6 月 30日までに、産業廃棄物の処理計画書及び実施状況報告書を福山市長に

提出することが義務付けられています。 

 

１ 提出書類 

○処理計画書は様式第二号の八、実施状況報告書は様式第二号の九等で提出することとされています

が、記載欄が小さいなどの制約がありますので、次表に掲げる書類を提出してください。 

 

○書類は、指定のファイル形式等の電子データで提出してください（「２ 提出方法」参照）。 

提出する電子データは、 

福山市ホームページ（http://www.city.fukuyama.hiroshima.jp/site/kankyo/2703.html）から入手し

てください。 

 

 

○記入にあたっては、Ｐ.４の「排出量等の項目の説明」を参考にしてください。 

 

 

(1)法定義務者（産業廃棄物） 

産業廃棄物の発生量が年間１，０００ｔ以上の事業者が対象 

ア 産業廃棄物処理計画書（昨年度に多量排出事業者に該当した事業者が対象） 

 提出する電子ﾌｧｲﾙ ﾌｧｲﾙ形式 記載方法等 

１ 様式第二号の八 

エクセル 

・第１面の「提出者の住所、氏名、電話番号」、「事業場の名称、所

在地」、「計画期間」の項目を入力。 

・「産業廃棄物量」及び「取組」の項目には、「別紙１、２のとおり」

と入力。 

２ 
別紙１ 

(産業廃棄物量) 
・「排出量」等の 10項目について、「現状」と「計画」の量を入力。 

３ 
別紙２-参考様式 

(取組実績・取組予定) 
・任意の様式で作成してください。 

イ 産業廃棄物処理計画実施状況報告書（昨年度に当該処理計画書を提出した事業者が対象） 

 提出する電子ﾌｧｲﾙ ﾌｧｲﾙ形式 記載方法等 

１ 様式第二号の九 

エクセル 

・第１面の「提出者の住所、氏名、電話番号」、「事業場の名称、所

在地、事業の種類、産業廃棄物処理計画における計画期間」を入

力。 

・「産業廃棄物処理計画における目標値」の項目には、「別紙４のと

おり」と入力。 

・第 2面には、「別紙３のとおり」と入力。 

２ 
別紙３ 

(実績値) 

・第 2面に記載することとされている「排出量」等 14項目の実績値

については、別紙３に入力。 

３ 別紙４ 
・第 1 面の「目標値」と第 2 面の「実績値」については、別紙４に

入力。 
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(2)法定義務者（特別管理産業廃棄物） 

特別管理産業廃棄物の発生量が年間５０ｔ以上の事業者 

ア 特別管理産業廃棄物処理計画書（昨年度に多量排出事業者に該当した事業者が対象） 

 提出する電子ﾌｧｲﾙ ﾌｧｲﾙ形式 記載方法等 

１ 様式第二号の十三 

エクセル 

・第１面の「提出者の住所、氏名、電話番号」、「事業場の名称、所

在地」、「計画期間」の項目を入力。 

・「特別管理産業廃棄物量」及び「取組」の項目には、「別紙５、６

のとおり」と入力。 

２ 
別紙５ 

(産業廃棄物量) 
・「排出量」等の 10項目について、「現状」と「計画」の量を入力。 

３ 
別紙６-参考様式 

(取組実績・取組予定) 
・任意の様式で作成してください。 

イ 特別管理産業廃棄物処理計画実施状況報告書（昨年度に当該処理計画書を提出した事業者が対象） 

 提出する電子ﾌｧｲﾙ ﾌｧｲﾙ形式 記載方法等 

１ 様式第二号の十四 

エクセル 

・第１面の「提出者の住所、氏名、電話番号」、「事業場の名称、所

在地、事業の種類、特別管理産業廃棄物処理計画における計画期

間」を入力。 

・「特別管理産業廃棄物処理計画における目標値」の項目には、「別

紙８のとおり」と入力。 

・第 2面には、「別紙７のとおり」と入力。 

２ 
別紙７ 

(実績値) 

・第 2面に記載することとされている「排出量」等 14項目の実績値

については、別紙７に入力。 

３ 別紙８ 
・第 1 面の「目標値」と第 2 面の「実績値」については、別紙８に

入力。 

 

 

 

(3)条例義務者（産業廃棄物） 

産業廃棄物の発生量が年間５００ｔ以上１，０００ｔ未満の事業者 

ア 産業廃棄物処理計画書（昨年度に多量排出事業者に該当した事業者が対象） 

 提出する電子ﾌｧｲﾙ ﾌｧｲﾙ形式 記載方法等 

１ 様式第２１号 

エクセル 

・第１面の「提出者の住所、氏名、電話番号」、「事業場の名称、所

在地」、「計画期間」の項目を入力。 

・「産業廃棄物量」及び「取組」の項目には、「条例別紙１、２のと

おり」と入力。 

２ 
条例別紙１ 

(産業廃棄物量) 
・「排出量」等の 10項目について、「現状」と「計画」の量を入力。 

３ 
条例別紙２-参考様式 

(取組実績・取組予定) 
・任意の様式で作成してください。 

イ 産業廃棄物処理計画実施状況報告書（昨年度に当該処理計画書を提出した事業者が対象） 

 提出する電子ﾌｧｲﾙ ﾌｧｲﾙ形式 記載方法等 

１ 様式第２２号 

エクセル 

・第１面の「提出者の住所、氏名、電話番号」、「事業場の名称、所

在地、事業の種類、産業廃棄物処理計画における計画期間」を入

力。 

・「産業廃棄物処理計画における目標値」の項目には、「条例別紙４

のとおり」と入力。 

・第 2面には、「条例別紙３のとおり」と入力。 

２ 
条例別紙３ 

(実績値) 

・第 2面に記載することとされている「排出量」等 14項目の実績量

については、条例別紙３に入力。 

３ 条例別紙４ 
・第 1 面の「目標値」と第 2 面の「実績値」については、条例別紙

４に入力。 
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２ 提出方法 

福山市長がインターネットで公表することから、処理計画書及び実施状況報告書は、次の方法で提

出してください。 

条例に基づく処理計画書及び実施状況報告書についても、同様の方法で提出してください。 

種  類 報 告 の 方 法 

電子申請システム 指定のファイル形式により、電子申請システムにて提出 

電子メール 「３ 提出先」に記載のメールアドレスへ添付して提出 

  

３ 提出先 

〒７２０－８５０１ 

広島県福山市東桜町３番５号 

福山市経済環境局環境部 廃棄物対策課 

メールアドレス：haikibutsu-taisaku@city.fukuyama.hiroshima.jp 
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（参考） 

 

排出量等の項目の説明 

 

 
項 目 項目の説明 

処理 

計画 

実施状況 

報告 

① 排出量 当該事業場において生じた産業廃棄物の量 ○ ○ 

② 自ら直接再生利用した量 ①の量のうち、中間処理せず直接自ら再生利用

した量 
○ ○ 

③ 自ら直接埋立処分（又は海洋

投入処分）した量 

①の量のうち、中間処理せず直接自ら埋立処分

（又は海洋投入処分）した量 
○ ○ 

④ 自ら中間処理した量 ①の量のうち、自ら中間処理をした産業廃棄物

の当該中間処理前の量 
 ○ 

⑤ ④のうち熱回収を行った量 ④の量のうち、熱回収を行った量 ○ ○ 

⑥ 自ら中間処理した後の残さ

量 

自ら中間処理をした後の量 
 ○ 

⑦ 自ら中間処理により減量し

た量 

④の量から⑥の量を差し引いた量 
○ ○ 

⑧ 自ら中間処理した後、再生利

用した量 

⑥の量のうち、自ら利用し、又は他人に売却し

た量 
 ○ 

⑨ 自ら中間処理した後、自ら埋

立処分又は海洋投入処分し

た量 

⑥の量のうち、自ら埋立処分又は海洋投入処分

した量  ○ 

⑩ 全処理委託量（直接及び自ら

中間処理後の処理委託量） 

中間処理及び最終処分を委託した量 
○ ○ 

⑪ ⑩のうち優良認定処理業者

への処理委託量 

⑩の量のうち、優良認定処理業者（廃棄物処理

法施行令第 6条の 11第 2号に該当する者）への

処理委託量 

○ ○ 

⑫ ⑩のうち再生利用業者への

処理委託量 

⑩の量のうち、処理業者への再生利用委託量 
○ ○ 

⑬ ⑩のうち認定熱回収業者へ

の処理委託量 

⑩の量のうち、認定熱回収施設設置者（廃棄物

処理法第 15条の 3の 3第1項の認定を受けた者）

である処理業者への焼却処理委託量 

○ ○ 

⑭ ⑩のうち認定熱回収業者以

外の熱回収を行う業者への

処理委託量 

⑩の量のうち、認定熱回収施設設置者以外の熱

回収を行っている処理業者への焼却処理委託量 ○ ○ 

（注）表中の○は、処理計画書又は実施状況報告書で記載が必要な項目。 

   Ｐ.５の「計画の実施状況」のフロー図を参考にしてください。 
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